
令和４年度 第２回 北区入札監視委員会 議事概要 
 

開催日時 令和４年１２月２３日（金）午後２時～３時３０分 

開催場所 北区役所 第一庁舎３階 庁議室 

出席委員 沼田 良委員長、高橋 達朗委員、大竹 雅訓委員 

事務局 総務部長、契約管財課長、契約係長、契約係主査 

議事概要 

開会 

 １．開会 

 ２．総務部長挨拶 

 ３．議事 

（１）令和４年度上半期 契約締結状況について 

（２）令和４年度上半期  審議案件について 

①制限付一般競争入札（１件） 

②希望制指名競争入札（１件） 

③指名競争入札（２件） 

④随意契約（特命随意契約）（３件） 

 ４．その他 

閉会 

審議の対

象とした

期間 

令和４年４月１日～令和４年９月３０日 

１，４２６件（内訳：制限付一般競争入札５件、総合評価方式入札 

１件、希望制指名競争入札４７６件、指名競争入札１８３件、随意

契約７６１件） 

報告資料 

１．入札契約方式別発注総括表 

２．入札契約方式別抽出案件一覧 

３．各審議案件資料 

４．審議案件補足資料、その他資料 

審議案件 
合計 ７件 

「入札契約方式別抽出案件一覧」のとおり 

主な 

意見・ 

質問・ 

回答等 

別紙のとおり 

備 考  

 



令和４年度 第２回 北区入札監視委員会 議事概要 別紙 
 

１．令和４年度上半期 契約締結状況について 

  事務局が令和４年度上半期の契約締結状況を報告。 

平均落札率は 92.8％であった。 

   

 

２．令和４年度上半期 審議案件７件について 

事務局が資料「入札契約方式別抽出案件一覧」、「審議案件資料」を報告し、

質疑を行った。 

 

 

（１）制限付一般競争入札（１件） 

①「赤羽スポーツの森公園競技場人工芝張替え外工事」 

委員の主な意見・質問等 区の主な回答等 

①について 

・低入札価格調査制度対象案件である

が、失格基準は何割くらいで、どのよ

うに定めているのか。 

 

 

 

・落札者と失格となった業者の応札額

は、予定価格全体からみると差が大き

いわけではない。算定式の見直し等、

調査対象をもう少し広げてもよいので

はないか。 

 

 

 

・「東京都北区低入札価格調査制度実施

要綱」に基づき、予定価格の 10分の 9

から10分の7までの範囲内で設定して

いる。算定式は非公表である。 

 

 

・失格基準価格は、当該契約の内容に

適合した履行がなされないこととなる

おそれがあるというもので、案件ごと

に算定している。一定の線を引くこと

は制度上必要と考える。 

 

 

 

 

（２）希望制指名競争入札（１件） 

②「北区役所第三庁舎西側トイレ等改修工事」 

委員の主な意見・質問等 区の主な回答等 

②について 

・辞退理由が分かりにくい。希望申請

を出しているのだから、もう少しきち

んとした理由を書いてほしい。 

 

 

・辞退理由の記載のない業者がいた。

辞退理由の記載については、引き続き

事業者に促してほしい。 

 

 

 

 

・辞退者の記載どおりの内容であるが、

本件は事務局でも意図が分からない。 

 

 

 

・本委員会での指摘を受け、理由の記

載割合や、内容の具体性は向上してき

ている。辞退理由の記載勧奨を継続し

ていく。 

 

 

 

 



（３）指名競争入札（２件） 

③「堀船清掃作業所ホッパー棟及び待機所解体工事」 

④「マイナポイント第２弾事業支援業務委託」 

委員の主な意見・質問等 区の主な回答等 

③について 

・ホッパー棟とはどのような建物か。 

 

 

 

 

 

 

 

・施設廃止後の輸送はどうしているの

か。 

 

 

・辞退理由の記載について、どのよう

に参加業者へ勧奨しているのか。 

 

 

 

 

・当初はＪＶ（建設共同企業体方式）

での募集であったが、指名制に切替え

て、単独で実施するということについ

ては、施工能力上問題はないのか。 

 

 

 

 

④について 

・２回目の応札額が１回目からほとん

ど落ちていない業者があり、受注する

意向があるのか疑問に思われる。辞退

理由もわかりにくい。 

 

 

・最低制限価格未満で失格となった業

者は、他者に比べて非常に低額での応

札をしている。仮に、これで適正に業

務ができるのか。 

 

 

 

・河川を運搬路として、船でごみ（不

燃）を処理場へ持ち込んでいた。集積

したごみを陸上から運搬船に落とし

込み、移すための建屋である。ごみが

減少し、施設の廃止に伴う解体であ

る。 

 

 

・現在は陸上輸送である。 

 

 

 

・発注予定表及び指名通知書に、理由

を記載するよう通知している。なお、

記載しないことについて、ペナルティ

は課していない。 

 

 

・工事の規模、内容から、単独でも施

工可能と判断した。当初の告示でもそ

れを前提に、申込が３ＪＶ未満の場

合、指名競争入札への切替えを明示し

ている。 

 

 

 

 

・１回目でほぼ下限で応札し、２回目

は積算上ほとんど下げられないとい

う場合も考えられる。 

 

 

 

・業務的にほぼ人件費と想定される。

業者側がどのように仕様を読み込み

積算したかは不明だが、最低制限価格

未満であることから、適正な実施は難

しいと考える。 

 

 

 

 

 



（４）随意契約（特命随意契約）（３件） 

⑤「北区児童相談所等複合施設基本設計・実施設計業務委託」 

⑥「北区介護保険要介護認定調査事務運営委託」 

⑦「東十条駅周辺地区総合交通戦略策定支援業務委託」 

委員の主な意見・質問等 区の主な回答等 

⑤について 

・設計業務のプロポーザル方式の場

合、予定価格から契約価格まで、どの

ように決めているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プロポーザル方式により決定したと

いう理由だと、理由書として分かりに

くい。理由というより経過に見える。

業者指定理由書は公表されているの

か。 

 

 

 

 

⑥について 

・別契約の「要介護認定調査委託（単

価契約分）」が主たる業務であり、本

件はその付随的な人事労務、事務運営

に係る委託契約とのことだが、別契約

とした理由は何か。 

 

 

 

⑦について 

・特命随意契約予定金額妥当性確認書

がないのはなぜか。 

 

 

 

・具体的にはどういった計画策定か。 

 

 

・本件は子ども未来課所管のプロポー

ザル方式により受注者が決まった案

件だが、金額の積算は営繕課による。 

施工体制や、配置資格者、業務内容、

公共工事設計労務単価を踏まえ、積算

されている。当初は予定で積算し、プ

ロポーザルの中で、価格も提案審査さ

れている。 

契約締結の際は、業務内容を精査調整

し、労務単価の変更等反映したうえ

で、予定価格の範囲内で価格決定して

いる。 

 

 

・公表している。プロポーザル方式は

案件ごとに審査基準を定め、基準によ

り評価を点数化する。総合的な評価点

数により交渉順位を決定し、契約業者

が決まることから、個別の選定理由を

示すのは難しい。そのため、こうした

定型的な表現となっている。 

 

 

 

・本件事務運営は総価の契約、認定調

査は調査１件あたりいくらという単

価契約であり、支払いの処理等異なる

ことから、契約事務処理上、別にせざ

るを得ない。 

 

 

 

 

・プロポーザル方式案件であり、プロ

ポーザル審査の中で金額の評価も行

っているため。案件⑤も同様である。 

 

 

・東十条駅周辺を中心としつつ、隣接

する十条駅や王子神谷駅の徒歩圏域、

歩行者流動も考慮した範囲を対象に、

交通処理の考え方や商店街通りのに



ぎわい動線、十条跨線橋架替事業の検

討を含む、交通とまちづくりが連携し

た総合的な戦略の策定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

審 議 結 果 

・低入札価格調査制度等、適切に運用されている。制度の実施状況をみながら、

失格基準の弾力的な運用も検討していく必要があるのではないか。 

 

・辞退理由について、記載の必要性が業者に浸透していると思われ、記載状況

が向上している。一方で、希望申請をしておきながら、内容が判然としないも

のも目に付く。区民への説明が付かないので、業者へ効果的な勧奨が必要と考

える。 

 

・特命随意契約の業者指定理由については、具体的で区民にとって分かりやす

い記載をお願いする。プロポーザル方式で業者決定された案件についても、記

載方法を工夫する必要があるのではないか。特命随意契約予定金額妥当性確認

書は、充実した運用がされている。引き続き適切な運用をお願いしたい。 

 

・定められた基準等に基づき、粛々とやっていくことが大切。低入札価格調査

制度も、判断が難しいところもあるが、よくやっていると思われる。 

 

・ＪＶから単独指名に切替えた案件は、施工上本当に問題ないのか少し気にな

ったが、指名者数等は基準に基づき適正にできていると感じた。 

 

・他団体の入札に関して、１者応札により談合が疑われる案件の報道が出てき

ている。談合で損をするのは発注者であり、区民である。本監視委員会ではし

っかりそこのチェックをしなければいけない。談合は必要悪ではないと繰り返

し伝えていく必要がある。 

 

 

 


